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申 
平成 15 年 1 月 6 日、 訴 外 A 株式会社 ( 悠 開堂 

株式会社 ) は、 廃業の貼 紙 をし、 相次いで手形 

小切手を不渡として、 同月 10 日に取引停止処分 
を受けていた。 被告 Y (UF J 銀行 ) はこの取 

引停止処分の 通知を同日 10 時 22 分頃 にファック 

スで受信している。 

同日、 店舗施設管理を 業とする株式会社 X 

は 、 インターネットにより、 0 銀行 S 支店 ( 大 

垣共立銀行祖父 江 支店、 仕 両 銀行 ) を通じて、 Y 

を 被仕 市銀行とし、 A を受取人、 金額 66 万 

8,7 ㏄ 円 、 Y の Q 支店 ( 金山支店 ) に開設されて 

いた A 名義の当座預金口座を 受入口座とする 振 

込みを依頼した ( 本件振込み ) が、 この振込依 

頼は、 訴覚 K 株式会社 ( 株式会社名古屋九杯 

堂 ) を受取人として 行われるべきであ った ( な 

お、 その原因関係の 如何は判文からは 不明 ) とこ 

ろ 、 錯誤によって A を受取人としたものであ 

る 。 

本件振込依頼の 意思表示は、 0 銀行から Y の 

電信 被仕同 センターを経由して Y の Q 支店に振 

込通知として 伝達され、 同日午前 11 時 42 分 有 当 

座勘定元帳 への入金記帳 が実行されている。 
X は、 本件振込みの 受取人に関する 錯誤に気 

付き、 本件振込みの 同日正午頃 、 Y 銀行に電話 
連絡したところ、 Y の Q 支店ロピー営業課課長 

から、 化句銀行に組戻しを 依頼すればよいとの 

説明を受けた。 

同日午後 1 時 11 分頃 、 Y は 、 A の取引停止処 

分を理由として、 本件口座を強制解約出座 勘 

定規定ひな 型 第 23 条第 3 項参照 ) し 、 その時点で 
 
 

の 預金残高については、 別段預金に振替えを 

ィテっている。 

同日午後 1 時 30 分頃 、 X は、 0 銀行に組戻し 

を依頼し、 午後 3 時 05 分、 0 銀行が組戻しの 手 

続きをとろうとしたが、 本件口座がすでに 強制 
解約済であ ったため、 組 戻しはできないとの 国 

甘
 

答 をした。 

X は、 同月 15 日到達の内容証明郵便で、 本件 

振込みは 誤 振込みであ るから、 Y に対して ( 金 
員を コ 返還せよとの 請求をしたが、 返還がない 

ので、 同年 2 月 2R 日 、 本訴を提起。 

Y は A に対して、 平成 16 年 1 月 23 日到達の書 

面で、 Y が A に対して有する 証書貸付 残 元金債 

権 3320 万円を自働債権 、 本件口座を解約した 平 

成 15 年 1 月 10 日 現在の預金残高 150 万 7548 円 

( 本件振込みにより 成立した当座預金債権 相当部分 

を含む ) を 受働 債権 として対当額において 相殺 

する旨を通知した。 
X は 、 Y に対して「被告は 不当な利得を 得て 

いるものであ るから、 不当利得に準ずるものと 

して、 不当利得返還制度の 趣旨を類推適用し」 
不当利得の返還を 請求するというものであ る。 

第 1 審 ( 名古屋地判平成 16, 4 .21 本誌 1192 号 

11 頁 ) は、 振込みの原因関係の 存否にかかわら 

ず 、 本件振込 金 が入金記帳 された時点で A の Y 

に対する預金債権 が成立しているが、 その時点 
で、 X は A に対して振込 金 相当額の不当利得返 

還請求権 を取得する。 ところで、 実務上「 組 戻 
し」は入金記帳 完了後も、 受取人の承諾があ れ 

ばその依頼に 応じているが、 A が平成 15 年 6 月 
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2f 日付けで X . Y 宛に、 「本件振込 金は ついて 

何等の権 利はなく、 これを X に返還されても 何 

等の異議も述べない」旨の 確認書を作成してい 
ること等からすれば、 本件口座強制解約後の 別 

段預金は、 本来正当な権 利者に対して 銀行が支 

払債務を負うべき 性質の預金であ る。 Y が、 そ 
の不当利得 金 であ ることを認識できたにもかか 

わらず行った 前記相殺は、 正義・公平の 観念に 

照らして、 本件振込 金 相当額の限度で 無効であ 
る 、 とする一方で、 相殺に 26 本件振込 金 相当 

額の Y の利得は法律上の 原因を欠き、 X の振込 

金 相当額の損失との 間に因果関係が 存在する、 
と述べて請求を 認容した。 Y 控訴。 

仲 
控訴棄却。 
①「 い わゆる 誤 振込みに よ り受取人の被 仕向 

銀行の当座預金口座に 入金記帳 された場合、 原 

別 として、 受取人の被 仕同 銀行の当座預金口座 
に 入金記帳 されることにより、 振込依頼人と 受 

秋人との間の 振込みの原因となる 法律関係の存 

否 とは関係なく、 受取人と 被仕両 銀行との間に 

当座預金契約が 成立することになり、 振込依頼 

人の誤振込みにより、 直ちに 被仕両 銀行に振込 

金額相当の利得が 生じたものとはいえない。 」 

②しかし、 「振込依頼人が、 誤 振込みを理由 
に 、 仕両 銀行に組戻しを 依頼し、 受取人も 、 振 

込 依頼人の誤振込みに よ る入金であ ることを 認 

めて、 被仕両 銀行による返還を 承諾している 場 

合 には、 受取人において、 振込依頼人の 誤振込 

みによる入金を 拒否 ( あ るいは、 上記当座預金口 

座     に記                     された振込金                     当の   金を     上肢 

棄 ) する意思表示をするものと 解することがで 

き、 」③「他方で、 被仕 市銀行においても、 受 

敬人が当該振込金額相当の 預金債権 を権 利行使 
することは考えられず ( なお、 誤った振込みが 

あ ることを知った 受取人が、 その情を秘して 預金 

の 払戻しを請求することは、 詐欺罪の欺同行為に 

当たり、 また、 誤った振込みの 有無に関する 錯誤 

に 当たるというべきであ るから、 錯誤に陥った 銀 

行 窓口係員から 受取人が預金の 払戻しを受けた 場 

合 には、 詐欺罪が成立する ( 最高裁平成 ¥5 年 3 月 

12 日第二小法廷決定・ 金融法務事情 1697 号 49 

頁 ) 。 コ 、 このままの状態では 振込金の返還 先が     しないことになり、                               同銀 たに利得が生じた 

のと同様の結果になる」。 
④「 被 社内銀行が、 誤 振込みであ ることを 

知っている場合には、 銀行間及び銀行店舗間の 

多数かつ多額の 資金移動の円滑な 処理の面から 

の 保護を考慮することは 必ずしも必要でなく、 

かつ、 振込依頼人と 受取人間の原因関係をめぐ 
る紛争に被 仕両 銀行を巻き込み、 対応困難な立 

場に置くこともなく ( なお、 受取人、 被 仕両 銀行 

共に誤振込みであ ることを知っている 場合には、 

間違って振込みをした 者に不利益を 負わせるのが 

公平であ るとも い えない。 ) 、 」⑤「個別的な 組戻 

し手続をとることを 妨げるものではないことか 

らすれば、 以上のような 場合にあ っては、 上記 

の とおり、 受取人と 被仕両 銀行との間に 振込金 

額相当の ( 当座 ) 預金契約が成立したとして 

も、 正義、 公平の観念に 照らし、 その法的処理 血ぬ 一 仝」⑥「振込依頼人が 誤振込みを理 
由とする振込 金 相当額の返還を 求める不当利得 
返還請求においては、 振込依頼人の 損失によっ 

て 被仕両 銀行に当該振込 金 相当額の利得が 生じ 

たものとして、 組 戻しの方法をとるまでもな " 軸ぬ 
が 相当であ るⅡ 

の「けだし、 受取人が、 振込 金は ついて預金 

債権 を有しないことを 認めており、 被 社司銀行 

には 組 戻しを拒む正当な 理由がなりのに、 誤 振 

込みをした振込依頼人は、 受取人に対する 不当 
利得返還請求権 ( 受取人に上記預金債権 が成立 

し、 他方、 振込依頼人と 受取人との間に 振込みの 

原因となる法律関係を 欠くことから、 受取人に法 

律 上の原因なく 利得が生じることになる。 ) 0 行使 

しかできないとすると、 受取人としては、 常に 

被 仕両 銀行に対する 預金債権 を行使せざるを 得 

なくなり ( しかも、 当座預金口座の 場合には当座 

取引の終了が 必要となる。 ) 、 いたずらに紛争の 

解決を迂遠なものとし 実質的に保護すべき 関 

係にないものを 保護する結果となり、 無用な混 

乱を招くものといえるⅢ 
⑧「 A は、 本件振込金額相当の 預金債権 につ 

いて何らの権 利を行使する 意思はなく、 組 戻し 

を承諾していることが 認められる。 」⑨「本件 

振込 金は 、 もともと X の錯誤による 振込みによ 

り本件口座に 入金記帳 されたものにすぎず、 Y 

は、 入金記帳 した直後ころにこの 事実を知った 

もので、 」⑩「一方、 受取人であ る A も 誤 振込 

みであ ることを認めて、 預金債権 として権 利行 

使する意思を 有せず、 X に本件振込金の 返還を 

承諾していることからすると、 」⑪「 A と Y と 

の間に当座預金契約が 成立してはいるものの、 

Y において、 本件振込金を A の当座預金として 

預かっている 正当な利益を 有するものとはいえ 

ず、 」⑫「 Y は、 本件振込 金 相当額の利得を 生 
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じたものとして、 X に対し、 不当利得返還義務 

を負うものというべきであ る。 」⑬「 Y は、 本 
件口座を強制解約し、 Y の A に対する貸金債権 

と相殺するために、 既に別段預金に 振り替え、 
その後相殺していることが 認められるが、             

A の本件の預金債権 は、 前記事実関係の 下では 

受働 債権 とはなり得ないものと 解すべきで ( 行 

使できない債権 であ る。 ) 、 これを相殺に 供する 

ことはできず、 X のした相殺はその 効力を生じ 

ないというべきであ る。 」 両 
判旨反対。 

]  はじめに 一 「 誤 振込み」には 2 種類あ る 

「 誤 振込み」と呼ばれる 事例は、 0 受取人の 

同一性という 要素の錯誤であ る場合、 タ 受取人 
の同一性に錯誤がなく、 原因関係の欠 快 するに 

とどまる場合、 とに大別される。 そして、 0 は 

0 1 表意者の重過失に 該当しない場合と、 a 2 

該当する場合とに 分類できる。 したがって、 0 

1 の場合が「無効な 誤振込み」、 0 2 とク の場 

合は「有効な 誤振込み」となる。 両者は全く 
違った処理を 要求する ( なお参照、 後藤紀一 

丁振込・振替の 法理と支払取引 ] 94 一 105 頁 ( 帰山 

社 出版， 1986 年 ) 、 岩原綿 作丁 電子決済と法 ] 297 
頁 傭斐閣 ・ 2003 年 ) 等 ) 。 

2  錯誤無効とならない「 誤 振込み」 

「 A と Y との間に当座預金契約が 成立しては 

いるものの、 Y において、 本件振込金を A の当 

座預金として 預かっている 正当な利益を 有する 
ものとはいえず」㎝ 旨 ⑪ ) とする趣旨を 汲め 
ば、 判旨は、 振込取引の有効性を 否定はしてい 
ないと解される ( 受取人の同一性の 錯誤は要素の 

錯誤ではあ るが、 表意者に重過失あ る場合には、 

錯誤無効の主張は 認められない。 ちなみに、 最 二 

判平成 8 . 4 .26 、 本誌 995 号 3 頁は同音 異 綴の受 

取人が問題になった 事例であ る 一 「東屋」とすべ 

きところを「逓信」と 誤る。 いずれも「トウシ 

ン」 一が 、 それでも預金の 成立を争うことを 許さ 

なかった。 判旨は述べていないが、 表意者に重過 

失あ るものと解した 結果ではなかろうか。 まして 

本件では、 「株式会社名古屋九杯 堂 」とすべきとこ 

ろを誤って「 悠 開堂株式会社」の 口座に入金した 

というのであ るから、 最 利平成 8 年以上に錯誤の 

主張は難しいものというべきではないのか ) 。 

3  A の預金処分権 

預金の成立を 否定しないというならば、 A の 

「確認 書 」 ( 判旨⑧ ) が存在しようとも、 預金債 
権 は A に帰属し、 A の処分権 を制約する事由は 
なく (A が X に対して X への不当利得返還義務の 倒 
た 、 あ るいは、 X のための ィ きき モ を青史 ぅ きした、 A が 

Xg>Stt@-fc  LTY@@L-CX@g>il:@eo@Mg> ぬ皿 ぬ " 仙 仲 一 @i 、 @@@Wm     

する Y による本件相殺は 無効ではなく、 Y には 

何ら法律上原因を 欠く利得はなく、 X は専ら A 

に対して不当利得債権 を行使すべき 筋合のもの 
というべきであ るにこでの「別段預金」の 性質 
については、 認定がないので 詳 かではない。 一般 

に 当座解約口は 預金者死亡時に 遺産分割の終了ま 

で払戻しに応ぜず 仮に 領 っておく 未 清算金的扱い 

を受けるが、 本件のように 債権 管理 ロ として 預 つ 

ている ( らしい ) 預金は、 要求 払 預金と解したと 

しても、 銀行側の債権 回収の目的のため 相殺に供 

せられよう ) 。 

A の債権 者がこの預金を 差し押さえれば、 X 

は第三者異議の 訴えを認容されない 地位にあ 
る。 破産開始決定がなされれ ば この預金は破産 

財団に属し X は 7BE ニ 産前に発生した 不当利得債 

権 を ) 宙 t 甘 し、 破産債権 者として権 利行使すべき 
地位にあ る。 A との @ 苛でオ日 殺適状 にあ った者 

が 、 オ 貝殻権 の濫用なくこれを 相殺すれば、 ぁ目 秀史 

に 係る債権 債務は対 呈ョあ ョ の 箪瓦 @ 囲で消滅する 遡 一 一 一 % 
  殺 と差   えの 優   " の   苛題 となる一、   産   立て 

を 行 " 他にないことになる。 財     不足で同時   産 一   が       、   一   ， 般   論として           銀     "-      殺の   力 を 拐陰   るには 

破産申立てするしかない 一 後述 18) 。 

4  「確認 書 」の解釈 

判旨は 、 A の意思、 に基づいて 0 から発信され 

た振込通知に 対応する銀行間資金移動によって 
Y に帰属するに 至った金銭について、 「このま 

まの状態では 振込金の返還 先 が存在しないこと 
になり、 同銀行に利得が 生じたのと同様の 結果 
になる」 ( 判旨③ ) とする。 預金が成立するも 
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のと考える以上は 、 A は振込金額の 預金の払戻 

しを請求できる 地位にあ るのであ って、 かかる 

判断は採り得ない。 この預金が「帰属するけれ 
ども行使できない 債権 」 ( 判旨⑬ ) といえるた 

めの根拠が明らかでない。 

判旨がそ う 考える根拠は、 XYA の各々にお 
いて「 組 戻し」が可能であ ることを「認識」し 

ていることと、 A に よ る「確認 書 」が存するこ 

'       "" 。 "       "'   "   ぬ沖 ぬ一 咄 咄 ぬ ぬ 
る。 A が「 Y に よ る X への返還を承諾し」たこ 

とと「預金を 事実上放棄」することとは 等価で 
はない。 ましてやすでに「 組 戻し」が行われた 

ことを意味するのでもない。 

A の「返還の承諾」が 組 戻しの指図そのもの 

であ り、 Y に よ るこれへの承諾の 意思表示とみ 

るべき挙動が 存したとでも いう のであ れば、 X 

は Y に対しては 組 戻し振込通知の 発信を、 0 に 

対しては、 自分の口座への 振込金額相当の 入金 
記帳 を履行するよう 要求すべきであ ろう ( ただ 

し、 そのような 組 戻しは A における振込原資の 給 

付が不可能なことに ょ り、 Y がこれを承諾してい 

るとは考えられず、 振込通知は発せられないので 

あ るから、 0 に対するかような 権 利も発生しない 

ことになろ う ) 。 

5  錯誤無効となる「 誤 振込み」 

注意深い振込依頼人でも 誤尊 されるような 特 
段の事情 ( 例えば、 仕両 銀行の we b 上の振込依 

頼フォームのインターフェイ ス が粗悪なために 誤 

振込みが誘発される 場合など ) の存する場合であ 

れば、 表意者に過失はなく、 錯誤無効を認める 

べきであ る。 専ら 仕両 銀行・ 被 社内銀行に過誤 

があ り、 誤つた入金記帳 がなされたような 場合 
も同様であ る。 

このとき、 有効性のない 指図人の意思表示Ⅰ 

振込通知に基づいて 行われた入金記帳 もともに 

無効となろう。 このような場面は 、 いわ める 

「有効な指図 (Anweisune,d 目色 gation) の存在し 

ない場合」に 譲り、 入金記帳 の意思表示が 指図 

の引受および 準 消費寄託の複合契約として 行わ 

れているものと 考えれば、 指図は一体として 無 

効となり、 預金は不成立となる ( 為替手形の引 

受 であ ったなら ぱ 、 振出が無効な 為替手形への 引 

受は独立性 ( 手形法 7 条 ) によってその 独立した 

効力が生じるところとなろうが 一事実上は二重大 

畝 になる場合が 多いであ ろう一、 振込取引ではこ 

の原理が適用されない ) 。 

本件につき判旨は、 一部では錯誤無効を 認め 
るかのような 表現をとり ( 判旨⑨ ) 、 預金債権 

は「正義、 公平の観念に 照らし、 その法的処理 
において、 実質はこれが 成立していない」 ( 判 

旨⑤ ) ものとして扱う、 等と述べている。 もし 
振込みが無効であ るとするなら ぱ 、 A の 組 戻し 

への同意 ( 判旨⑧⑩ ) などとは無関係に、 そも 
そも問題になっている 預金など存在しないこと 
になる。 YA 間の相殺も、 受働 債権 が「行使で 
きない債権 」だから ( 判旨⑬ ) ではなくて、 受 
働 債権 の不存在ゆえに 効力を生じないというべ 
きであ ろう。 

6  その場合の不当利得 

この場合、 被指図人が受取人に 給付を行った 
場合は、 被 指図人と指図受取人とを 利得当事者 
とする不当利得が 成立する ( 福瀧 博之「振込依 

頼の撤回後に 実行された振込みと 仕同 銀行の受 取 

人 に対する不当利得返還請求」商事 1457 号 63 一 67 

頁 ( 東京地判平成 5 . 3 . 5 判時 1508 号 132 頁の評 

釈 ) 、 四宮和夫Ⅰ事務管理・ 不当利得』 232 頁 ( 育 

林書院・ 1981 年 )) 。 この原理は二重原因 欠 訣の 

不当利得とは 別の根拠をもち、 給付関係自体も 
有効性を欠くものとされることの 帰結であ る。 

預金債権 は不成立であ るから受取人は 払戻しを 
請求できず、 払戻しがなされていれば、 被仕両 
銀行から受取人に 不当利得の返還請求ができ 
る 。 

その一方で、 実質関係上も 剰余が生じている 
限りは「 巻 戻し」がなされなければならない。 

被仕両 銀行は、 銀行間交互計算によって 資金を 
仕 同 銀行に戻し、 仕同 銀行は依頼人の 口座から 
の引落しを反対記帳 によって原状に 復すべきも 
のであ る。 

7  被 社内銀行への 利得返還請求の 不可能 

振込依頼人が 被 仕両 銀行への直接の 請求権 を 

持っだろうか。 依頼人から 被仕両 銀行への金銭 
の給付は直接に 行われているのではない。 振込 
依頼人は仕 両 銀行との契約 ( 準 委任 ) に基づい 

て、 被 指図人であ る 彼仕同 銀行への振込みの 意 
思表示の伝達と 対価関係上の 財貨の給付の 履行 
事務の補助を 仕 同 銀行に依頼する。 被仕同 銀行 
はこの意思表示の 伝達 ( 振込通知 ) を受け取る 
とともに銀行間多数当事者交互計算であ る日銀 
ネットを通じて 被仕両 銀行に対する 資金移動が 
実行される。 財貨移動の直接性の 欠 訣 ゆえに直 
接の請求権 は否定される。 

特に、 仕 前銀行無資力の 場合に、 被仕同 銀行 
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への銀行間資金移動上生じた 不当利得債権 は仕 
両 銀行の総債権 者にとっての 一般担保となり、 

振込依頼人は 仕 同 銀行の他の債権 者と平等の地 
位に立たなければならない。 振込依頼人だけが 
優先的に直接訴権 を持つとの解釈を 提唱するな 
らば、 それなりの説明が 必要であ ろう。 よっ 

て 、 X から直接に Y に対する返還請求 ( 判旨 

⑫ ) は認められない。 

8  課振込みと財産犯 一 長決平成 15 年 

判旨は、 誤 振込金を含む 預金の払戻しに 詐欺 
罪の成立を認める 刑事判例との 調和に言及する 
ので、 この点について 述べる。 

最 二次平成 15. 3 . 12 別集 57 巻 3 号 322 頁、 

金法 1697 号 49 頁は、 税理士 P から、 被告人 Q を 

含む顧問先からの 顧問料 取 主事務の委託を 受け 
ていた R 会社が手違いにより、 P が受け取るべ 

き顧問料報酬 金 @75 万 0 ， 031 円を、 反対に顧問先 

の S 銀行 T 支店の Q 名義の普通預金口座に 振り 
込んでしまい、 これを知った Q がこの入金分を 
含む 88 万円を窓口で 松房請求しその 交付を受け 
たという事案において、 銀行実務における 組 戻 

しの慣行の存在に 言及し、 

「受取人においても、 銀行との間で 普通預金取引 

契約に基づき 継続的な預金取引を 行っている者と 

して、 自己の口座に 誤った振込があ ることを知っ 

た 場合には、 銀行に上記の 措置を講じさせるた 

め、 誤った振込があ った旨を銀行に 告知すべき信 

義則上の義務があ ると解されるⅡ「そうすると、 

誤った振込があ ることを知った 受取人が、 その情 

を秘して預金の 払戻を請求することは、 詐欺罪の 

欺同行為に当たり、 また、 誤った振込みの 有無に 

関する錯誤は 同罪の錯誤に 当たるというべきであ 

るから、 錯誤に陥った 銀行窓口係員から 受取人が 

預金の払戻しを 受けた場合には、 詐欺罪が成立す 

る 。 」 

とするものであ る ( ちなみに、 第 1 審の判 水 が、 

S 銀行を「 被欺 岡音」とし R をもって「財産上の 

被害者」とする 点に対し、 三角詐欺では、 被欺 同 

者が被害者のため 財産処分権 能を有することを 要 

するとの控訴理由に 応答して、 高裁は S 銀行が財 

産上の被害者であ ると 判 示している ) 。 

9  刑法学説・判例の 流れ 

従前より、 他人の金銭を 委託されこれを 保管 
する者が保管の 方法として預金した 場合に、 そ 
の払戻しを受けて 領得する行為は 委託 物 横領罪 

と 解されている ( 大判大正元・ 10 ・ 8 刑録 18 輯 

1231 頁。 横領は、 自己が占有する 他人の物を奪取 
する行為であ る以上、 この場合の預金者は「占 

有」する者でなければならない。 この点は「横領 

罪における占有は 法律上の支配関係で 足りる」と 
いうことで解決しているようであ る一大谷 實 「 誤 

振込による預金の 払 戻と 刑法上の取扱い」研修 i662 

号 8 頁一 ) 。 誤 振込みに関する 刑事判例および 

学説は、 占有離脱 物 横領罪 説 ( 現行の規定では 
遺失物等横領罪 説 となろう。 東京地判昭和 47. 

10  ・ 19 研修 337 号 69 頁、 大谷 實 ( 旧説 コ 「キヤ ッ 

、 ンュ ・カードの不正使用と 財産 罪 」 判タ 550 号 84 

頁 。 前掲研修 662 号 12 頁で 改諒 され、 窓口で払い戻 

すと詐欺罪、 CD 機で払い戻すと 窃盗罪であ ると 

いう ) と 詐欺罪 説 ( 札幌再刊昭和 51. 11 . 11 判タ 

347 号 300 頁 ) とに見解が分れていた。 最決 平成 

15 年はこの論争に 決着を付けた。 しかし同決定 

の 判旨のようにいわゆる「 誤 振込み」の場合の 

全部を一様に 取り扱うというこの 整理の仕方に 
は 疑問を禁じ ヰ 早ない。 

成程、 振込取引自体が 無効のときには、 払戻 
請求は民事でも 許容されない 行為であ り、 刑法 

でも財産犯罪の 成立する余地があ る。 この場合 

に 被害者は専ら 銀行であ り、 「自己が占有する 
他人の財物」は 問題にならないから 横領ではな 

く、 欺岡 ・錯誤・交付の 構成要件が存するので 
1 項詐欺となろう。 

10  錯誤無効でない 場合 

ところが、 この論法は、 それ自体の有効性の 
障害がなり 誤 振込み 揃述 l の 「 0 2 とタ 」 ) に 

はまったく妥当しない。 平成 15 年決定の事実関 

係がこの類型に 該当するものとすれば、 受取人 
による 払戻 請求を詐欺罪で 処罰することはでき 

ない。 
学説はこの観点から、 最 決を厳しく批判して 

いる。 同決定は預金者に「告知義務」があ ると 

しているが、 口座の管理と 入金出金の正確な 記 

帳 は、 ( 例えば、 準占有者弁済のように 特段の免責 

を法および合意が 定めるような 場合以外は ) 銀行 

の義務であ る。 「単なる 払戻 要求は銀行員に 預 
金 債権 の金額に関する 誤った表象を 喚起するも 
のではない」 ( 松宮幸明「 誤 振込と財産犯の 解釈 
および立法」立命館法学 278 号 6 頁 一 この部分は ド 

イ ソ連邦通常裁判所の 判旨の紹介であ るが、 論旨 

は日本法における 議論にそのままあ てはまろう。 

ちなみに、 論者は 1994 年改正スイス 刑法 14lbis 条 

の「財産的価値の 不適法な費消」罪に 言及され、 

誤 振込金員の返還請求権 が不当利得債権 にとどま 
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るなら、 それを他の不当利得と 区別する合理的基 
準・理由についてな お 問題が解決していないとの 

批判も指摘される ) 。 したがって、 誤 振込み・にお 

ける受取人が 不当利得となることを 知りながら 

預金を引き出したことが 非難されるとしてもそ 

れは銀行が被害を 受けるからではない。 被害を ， 

受けるのは振込依頼人なのであ るから、 銀行を 

被害者として 財産犯罪を認める 判例は、 この被 
害実態を反映していない。 例えば受取人が 誤 振 
込みであ ることに気付いてそのことを 銀行に告 

げずに金員を 引き出して振込依頼人に 返還すれ 

ば実質的には 何ら問題がなりにもかかわらず 銀 

行を被害者とすることで 財産犯罪の成立を 否定 
できないことになる ( 松宮・前掲 18 一 19 頁 ) 。 

「民事では適法で 許容される行為が 刑法で違法 

とされて禁止されるという 矛盾は、 『法秩序の 

統一性 ] に反し認められるべきでない。 ゆえ 

に、 現金について 刑法上の特殊な 所有権 概念を 

認める見解は 妥当でな い 」 ( 松宮，前掲 21 頁 ) 。 

最決 平成 I.m 年は「払戻しを 拒む違法な利益を 詐 

欺罪で保護する」 ( 山口 厚 「 誤 振込と財産犯」法 

数 283 号 87 頁 ) ものとして非難されるのであ る。 

Ⅱ 受取人が不当利得金の 管理を委託され 
た場合 

ただし、 有効な振込みの 場合でも、 振込依頼 

人と受取人との 間に不当利得金の 返還方法に関 
する何らかの 合意 ( 振込依頼人の 使者立合 い のも 

と 被 社内銀行店舗にて 払戻しを請求し 不当利得金 

を清算せよ、 あ るいは、 すみ や かに 組 戻しの依頼 

を行 6 等 ) が成立した後は、 受取人の処分権 は 

無制約ではない。 このような条件のもとで 受取 
人が金員の払戻しを 受けてこれを 領得したよう 

な場合には、 「自己が占有する 他人の財物」の 

領得となる可能性もあ り、 振込依頼人を 被害者 
とする法益侵害が 存し、 委託 物 横領として論じ 
得る余地はあ ろう ( 亀井源太郎「 最決 平成 15 年刊 

批 」 法 教判例セレクト 2003 年 32 頁は、 誤 振込金の 

払戻しを受けることが「「民法上、 やってよい行 

為Ⅱと評価できるかも、 議論の余地があ ろう」と 

されるが、 それはこのような 処分権 の制限が発生 

した場面のことであ れば尤もであ る ) 。 

12  おわりに 

付言しておくと、 本件とは無関係ではあ る 

が 、 受取人と 被仕両 銀行との利益の 共同性が存 

するような場合 ( 受取人が被 仕両 銀行の事業部的 

な子会社であ った等 ) であ れば、 受取人と 被仕 

両 銀行とを同視し、 独立の利益主体としての 地 

位を否定し ( 根拠は信義則 ( 民法 1 条 2 項 ) 

か ) 、 このような相殺は 振込依頼人に 対して主 

張できず、 不当利得返還債務は 独立性のない 両 
者が一体として 負担する、 という取扱いもあ り 

得よう。 
本件の Y が、 債権 者としての地位と 被仕同 銀 

行としての地位を 兼ねていることからくる、 一 

種の利益 相反 前状況には情緒的な 抵抗が感じら 
れるかもしれない。 あ る種の内部者情報に 基づ 
く 債権 回収と非難されるかもしれない。 しか 

し、 これを禁じる 実定法上の根拠はない。 相殺 
権 の濫用法理の 適用は、 破産法等明文の 根拠が 
あ る場合の他は、 金融機関が過剰担保を 有する 
場合、 金融機関に詐害意思があ るとき、 禁反言 
に基づく場合、 といった場面に 限定されている 
( 石垣 茂光 「相殺権 濫用論と相殺契約に 関する一考 

察 ( 二 ・ 完 ) 」 狗協 法学 46 号 182 頁 ) 。 誤 振込み当 
日の正午頃 、 A が、 Y のロピ一課長に 電話連絡 

し 、 組 戻しができないか 照会したのに 対して、 

0 に依頼してほしい 旨を返答した 一事のみで 

は、 その後の相殺を 禁反言法理違反とし 得る程 

度の表示とはいえないであ ろう。 
為替業務は内国為替に 関する諸規則にした 

がって実行される 中立的・自動的なシステムで 

あ って、 たまたま 被仕両 銀行が債権 者のひとり 

であ るというだけの 理由で他の被 仕同 銀行と 
違った扱いを 受けるというのではこのシステム 

は 機能しない。 ちょうど小切手が 振出人の過誤 

で郵送され、 これを受け取った 者が取立てに 回 

したとき、 特 出銀行に開設された 当座勘定には 
あ くまでも取立てを 委託した口座名義人の 預金 
が成立するというのと 同様であ る。 

本件のような 事例で X が Y に請求する道を 開 

く方法として、 債権 者代位権 があ る。 近時、 い 

わゆる「振り 込め詐欺」における 被害者が加害 
者の預金債権 を債権 者代位権 に基づき代位行使 
し 、 金融機関に直接に 金員の返還を 求めること 

が認められている ( 東京地判平成 17. 3 .30 本誌 

1215 号 6 頁 ) 。 

(2005 年 6  月 5  日 稿了 ) 
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